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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第３区分
【発行日】平成25年3月14日(2013.3.14)

【公開番号】特開2012-104147(P2012-104147A)
【公開日】平成24年5月31日(2012.5.31)
【年通号数】公開・登録公報2012-021
【出願番号】特願2012-6296(P2012-6296)
【国際特許分類】
   Ｇ０６Ｑ  30/02     (2012.01)
   Ｇ０９Ｆ  19/00     (2006.01)
   Ｇ０６Ｑ  10/00     (2012.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０６Ｆ  17/60    ３２６　
   Ｇ０９Ｆ  19/00    　　　Ｚ
   Ｇ０６Ｆ  17/60    ３２４　
   Ｇ０６Ｆ  17/60    ５０６　

【手続補正書】
【提出日】平成25年1月25日(2013.1.25)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　広告を表示することを目的として、携帯電話のディスプレイ上の位置に空間を確保する
ことであって、前記位置は、前記位置に少なくとも部分的に依存する広告するための費用
に関連付けられている、ことと、
　広告者からの広告であって、前記携帯電話のディスプレイ上の前記確保された空間に表
示されるべき広告を提供することと、
　前記広告の表示の量を前記広告者に課金することであって、前記量は、前記携帯電話の
ディスプレイ上の前記確保された空間の前記位置に関連付けられた前記費用に少なくとも
部分的に基づいて決定される、ことと
　を含む、方法。
【請求項２】
　前記携帯電話のディスプレイは、バナー位置およびコーナー位置を少なくとも含み、前
記確保された空間が前記バナー位置に対応しているときに前記広告者に課金することは、
前記確保された空間が前記コーナー位置に対応しているときよりも多く前記広告者に課金
することを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記携帯電話のディスプレイは、バナー位置およびコーナー位置を少なくとも含み、前
記確保された空間が前記コーナー位置に対応しているときに前記広告者に課金することは
、前記確保された空間が前記バナー位置に対応しているときよりも少なく前記広告者に課
金することを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記携帯電話上に前記広告が表示されることを可能にするためのインセンティブを前記
携帯電話のユーザに提供することをさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
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　前記インセンティブは、携帯電話料金の低減を含む、請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　前記インセンティブは、前記広告において広告される商品に対して前記ユーザによって
換金可能なクーポンまたはクレジットを含む、請求項４に記載の方法。
【請求項７】
　前記少なくとも１つの広告に関連付けられた追加情報を受信せよという少なくとも１つ
の要求をユーザから受信することと、
　前記携帯電話上に提示するために、前記追加情報を提供することと、
　提供される前記追加情報に少なくとも部分的に基づいて、前記広告者に課金することと
　をさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　前記少なくとも１つの広告に関連付けられた追加情報を前記ユーザが要求した回数を追
跡することをさらに含み、前記課金することは、前記ユーザが追加情報を要求した前記回
数に少なくとも部分的に基づいて、前記広告者に課金することを含む、請求項７に記載の
方法。
【請求項９】
　ネットワークを介して携帯電話に広告を提供し、前記広告について課金するためのサー
バであって、
　前記サーバは、
　前記携帯電話および少なくとも１つの広告プロバイダを接続するための少なくとも１つ
のネットワーク接続と、
　少なくとも１つのプロセッサと
　を含み、
　前記少なくとも１つのプロセッサは、
　　前記少なくとも１つの広告プロバイダから広告を取得することであって、前記広告は
、広告者に関連付けられている、ことと、
　　広告を表示することを目的として、前記携帯電話のディスプレイ上の位置に空間を確
保することであって、前記位置は、前記位置に少なくとも部分的に依存する広告のための
費用に関連付けられている、ことと、
　　前記携帯電話のディスプレイ上の前記確保された空間に表示するために前記少なくと
も１つの広告を提供することと、
　　前記広告の表示の量を前記広告者に課金することであって、前記量は、前記携帯電話
のディスプレイ上の前記確保された空間の前記位置に関連付けられた前記費用に少なくと
も部分的に基づいて決定される、ことと
　を行うように構成されている、サーバ。
【請求項１０】
　前記携帯電話のディスプレイは、バナー位置およびコーナー位置を少なくとも含み、前
記確保された空間が前記バナー位置に対応しているときに、前記サーバは、前記確保され
た空間が前記コーナー位置に対応しているときよりも多く前記広告者に課金する、請求項
９に記載のサーバ。
【請求項１１】
　前記携帯電話のディスプレイは、バナー位置およびコーナー位置を少なくとも含み、前
記確保された空間が前記コーナー位置に対応しているときに、前記サーバは、前記確保さ
れた空間が前記バナー位置に対応しているときよりも少なく前記広告者に課金する、請求
項９に記載のサーバ。
【請求項１２】
　前記サーバは、前記携帯電話上に前記広告が表示されることを可能にするためのインセ
ンティブを前記携帯電話のユーザに提供する、請求項９に記載のサーバ。
【請求項１３】
　前記インセンティブは、携帯電話料金の低減を含む、請求項１２に記載のサーバ。
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【請求項１４】
　前記インセンティブは、前記広告における商品に対して前記ユーザによって換金可能な
クーポンまたはクレジットを含む、請求項１２に記載のサーバ。
【請求項１５】
　前記少なくとも１つの広告に関連付けられた追加情報を受信せよという少なくとも１つ
の要求が、ユーザから受信され、
　前記少なくとも１つのプロセッサは、
　　前記携帯電話上に提示するために、前記追加情報を提供することと、
　　提供される前記追加情報に少なくとも部分的に基づいて、前記広告者に課金すること
と
　を行うように構成されている、請求項９に記載のサーバ。
【請求項１６】
　前記少なくとも１つのプロセッサは、前記少なくとも１つの広告に関連付けられた追加
情報を前記ユーザが要求した回数を追跡するように構成されており、前記広告者に課金す
ることは、前記ユーザが追加情報を要求した前記回数に少なくとも部分的に基づいている
、請求項１５に記載のサーバ。
【請求項１７】
　携帯電話上に提示される１つ以上の広告について広告者に課金するための方法であって
、
　前記方法は、
　前記携帯電話上に提示するために、少なくとも１つの広告を提供することと、
　前記少なくとも１つの広告に関連付けられた追加情報を受信せよという少なくとも１つ
の要求をユーザから受信することであって、少なくとも１つの要求を受信することは、前
記少なくとも１つの広告における埋め込まれたタグを用いて部分的に達成される音声認識
を用いて処理されるべき前記ユーザからの少なくとも１つの音声要求を受信することを含
む、ことと、
　前記携帯電話上に提示するために、前記追加情報を提供することと、
　提供される前記追加情報に少なくとも部分的に基づいて、前記広告者に課金することと
　を含む、方法。
【請求項１８】
　前記少なくとも１つの広告は、１つ以上のウェブページに関連付けられており、前記少
なくとも１つの要求は、前記携帯電話上にダウンロードされるべきページに対する要求を
含み、前記少なくとも１つの広告に課金することは、前記ユーザが要求するウェブページ
がどれくらい深いかに基づいている、請求項１７に記載の方法。
【請求項１９】
　携帯電話上に広告を表示するためのシステムであって、
　前記システムは、前記携帯電話と通信することが可能な少なくとも１つのサーバを含み
、
　前記少なくとも１つのサーバは、
　　前記携帯電話上に表示するために、少なくとも１つの広告を提供することと、
　　前記少なくとも１つの広告に関連する追加情報を受信せよという少なくとも１つの要
求を前記携帯電話のユーザから受信することと
　を行うように構成されており、
　前記少なくとも１つのサーバは、
　　前記少なくとも１つの要求を受信すると、前記追加情報を前記ユーザに提供すること
と、
　　提供される前記追加情報に少なくとも部分的に基づいて、前記広告について課金する
ことと
　を行うようにさらに構成されており、
　前記少なくとも１つの要求は、前記少なくとも１つの広告における埋め込まれたタグを
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用いて部分的に達成される音声認識を用いて処理されるべき前記ユーザからの少なくとも
１つの音声要求を含む、システム。
【請求項２０】
　前記少なくとも１つの広告は、１つ以上のウェブページに関連付けられており、前記少
なくとも１つの要求は、前記携帯電話上にダウンロードされるべきページに対する要求を
含み、前記少なくとも１つのサーバは、前記ユーザが要求するウェブページがどれくらい
深いかに少なくとも部分的に基づいて、前記広告者に課金するように構成されている、請
求項１９に記載のシステム。
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